
現行 改正案 
第4章 役員  
（役員） 
第7条 （５）理事 20名以内 

    
 
（役員の選出） 
第9条 設立初年度における役員の選出 
方法は、発起人より互選により選出す

る。設立２年目以降の役員の選出方法

は、次による。 
（１） 会長、副会長、監査は理事会で

選出し、総会で承認を得る。 
 

 
 
 
（２）事務局長～ 
（３）理事は～ 
 

（役員の任期） 
 第 10条 役員の任期は、2年とし、
～ 
 

（役員の任務） 
第 11条  
   
 
  （４）会計～ 
  （５）理事は～ 
  （６）監査は～  
 
第5章 会議 
（会議）  
第 12条 
３ 総会は、全会員をもって構成され～ 

 
 
第 7条 （５）理事 30名以内 
追加  （７）事務局員 若干名  
 
 
第 9 条 役員の選出方法は次のとおりと
する。 
 
 
 （１）会長、副会長は理事の中から選出

し、総会で承認を得る。  
 
追加 （２）監査は理事会で選任し、総会

で承認を得る。 
 
 （３）へ 
 （４）へ 
 
 
 第 10条 役員の任期は、1年とし、～ 
 
 
 
第 11条 
追加 （４）事務局員は事務局長を補佐す

る。 
 （５）会計～ 
 （６）理事は～ 
 （７）監査は～ 
 
 
 
３ 総会は、役員並びに単位子ども会代表

をもって構成され、～ 



現行 改正案 
４ 臨時総会は、理事会が必要と認めたと

き、または、会員の 5分の 1以上、若しくは、
監査が理由を示して開催を請求したときに

開催する。 
 
（会議の議決） 
 
 
 
 
第7章 規約改正  

第 17条 この規約を改正するときは、改正
案とその趣旨を全会員に通知し、総会におい

て出席者の 3 分の 2 以上の賛成を必要とす
る。 
 
第 8章 
第 18条 
２ 細則および規則ならびに規定を改正す

るときは、理事会の構成員に通知し、３分の

２以上の賛成を必要とします。 
 
第 19条 
 
 
 
 
細則 第２条 廿日市市子ども会育成連絡

協議会規約第６の会費は、平成１３年度にお

いては、徴収しない。 
 
第３条 平成１５年４月より佐伯、吉和地区

を設置する。 

４ 臨時総会は、理事会が必要と認めたと

き、若しくは監査が理由を示して開催を請

求したときに開催する。 
 
 
 
第 13条 
追加 ２ この規約を改正するときは、総

会において出席者の3分の 2以上の賛成を
必要とする。 
 
 
削除 
 
 
 
第 7章 
第 17条 
２ 細則および規則ならびに規定を改正

するときは、理事会の３分の２以上の賛成

を必要とする。 
 
第 18条 
 
追加 附則 ４．この規約は、平成１６年 

４月２４日改正し、翌日施行する。 
 
削除 
 
 
 
第２条 平成１６年４月より廿日市、佐

伯、吉和地域を設置する。 

 



現行 改正案 
第６章 会計 
第１５条  この会の経費は、会員からの会

費、補助金、寄付金、その他に

よって賄われる。 

 

第６章 会計 
第１５条  この会の経費は、市からの補助

金、会員からの会費、寄付金、

その他によって賄われる。 
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廿日市市子ども会育成連絡協議会規約 

 

第１章 総 則 

 （名称） 

第１条 この会は、廿日市市子ども会育成連絡協議会（以下「市子連」

という。細則および規定についても同じとする。）という。  
 (事務所 )  
第２条 事務所は会長の指定する場所に置く。 

 

第２章 目的並びに事業 

 （目 的） 

第３条   この会は、廿日市市の単位子ども会及び関係諸機関の連絡をはかり、     

子ども会の組織の拡充及び活動の促進並びに助成をとおして、児童、生徒の

健全な育成と地域社会の振興に寄与することを目的とする。 

 （事 業） 

第４条   この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１） 調査研究並びに資料の収集  
（２） 子ども会相互、および、関係機関との連絡並びに調整 

（３） 子ども会指導者の養成及び研修 

（４） 子ども会組織の拡充と強化 

（５） その他目的を達成するために必要な事業 

第３章 会員および会費 

 （会 員） 

第５条     この会の会員は、第３条の目的に賛同し、入会した廿日市市内の子ども

会の育成者、並びに、この会の趣旨に賛同するもので、会費を納めるもの

とする。 
(会 費) 

第６条     会費は、単位子ども会構成員(「児童、生徒、育成者（指導者を含む。

以下同じ。）」をいう。) 一人につき年額２００円とする。 

       ただし、納入済みの会費は、どのような事由があっても返還しない。 

 

第４章 役 員 

 （役 員） 

第７条   この会に次の役員を置く。 

    （１）会 長    １名    （２）副会長   ４名以内 

    （３）事務局長   １名    （４）会 計    １名  
    （５）理 事  ３０名以内   （６）監 査    ２名  
    （７）事務局員  若干名  
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 （顧 問） 

第８条   この会に顧問を置くことが出来る。顧問は理事会の承認を得て、会長が     

委嘱する。 

 （役員の選出）  
第９条   役員の選出方法は、次のとおりとする。  
    （１）会長、副会長は理事の中から選出し、総会で承認を得る。  
    （２）監査は理事会で選任し、総会で承認を得る。 

    （３）事務局長及び会計は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 

    （４）理事は、会員の推薦する者の中から、総会の承認を得た者

とする。  
 （役員の任期） 

第１０条   役員の任期は、１年とし、再任を妨げない。但し、欠員が生じた場合の     

補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （役員の任務） 

第１１条   役員の任務は次のとおりとする。 

    （１）会長は、会を総括し、総会および理事会を招集してすべて

の会議の議長となる。但し、必要がある時は総会の議長は

理事の中から会長が委嘱することができる。 

    （２）副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるとき、または、

会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序に従

い、その職務を代行する。 

    （３）事務局長は、事務全般を処理する。  
    （４）事務局員は、事務局長を補佐する。 

    （５）会計は、会計事務を担当する。 

    （６）理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 

    （７）監査は、会計監査を行う。 

第５章 会 議 

 （会 議） 

第１２条  この会の会議は総会および理事会とし、総会は定期総会と臨

時総会とする。 

２  会議の議長は、会長または会長の指名する理事とする。  
３  総会は、役員ならびに単位子ども会代表をもって構成され、

この会の最高議決機関で、年度始めに開催し、次のことを決議

する。  
① 事業報告および会計報告の承認、事業計画および予算計画の

承認 

② 役員の選出 

③ 規約の改正 

④ その他の重要事項 
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   ４  臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、若しくは、監査が理由を示して

開催を請求したときに開催する。 
   ５  理事会は、会長、副会長、事務局長、会計、および理事をもって構成し、

必要に応じて会長が必要と認めたとき、または、理事の３分の１以上が会議

の目的たる事項を示した時に開催する。 
   ６  会議を開催召集する場合は、その構成員に対し、会議の目的たる事項およ

びその内容、並びに、日時および場所を示して、文書を持って通知しなけれ

ばならない。 
 （会議の議決） 

第１３条  会議の議決は、その会議の構成員の半数以上（委任状を含む。）の出席を

もって成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。但し、可否同数の場

合は、議長が決する。 
   ２ この規約を改正するときは、総会において出席者の３分の２以上の賛成を必

要とする。 
 （会長専決処分） 
第１４条 会長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、その議決事
      項について、専決処分することが出来る。  
   ２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議において、  

報告しなければならない。 

 

第６章 会 計 

 （会 計） 

第１５条  この会の経費は、市からの補助金、会員からの会費、寄付金、その他によ

って賄われる。 

 （会計年度） 

第１６条  この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終

わる。 
 

第７章 その他 

 (細則および規則ならびに規定) 

第１７条  この規約の解釈、並びに、この会の運営に必要な事項は、細則および規

則ならびに規定に定める。 

   ２  細則および規則ならびに規定を改正するときは、理事会の３分の２以上

の賛成を必要とする。 

第１８条  市子連安全会規約は、別に定める。 

 

 

附  則 

 １．この規約の改廃は総会の議決による。 
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 ２．この規約は、平成１３年 ６月 ２日より施行する。 

 ３．この規約は、平成１５年 ４月２６日改正し、翌日施行する。  
 ４．この規約は、平成１６年 ４月２４日改正し、翌日施行する。  
 
 
 
 

廿日市市子ども会育成連絡協議会細則 

 

第１条  市子連規約の取扱については、廿日市市子ども会育成連絡協議会細則（以下「細

則」という。）によるものとする。 
第２条  平成１６年４月より廿日市、佐伯・吉和地域を設置する。 
第３条  会議の招集、規約並びに細則、規則、規定を改正する場合は、７日前までに構

成員に通知する事を努める。 
 

      附  則        

 １．この規約は、平成１３年 ６月 ２日より施行する。 

 ２．この規約は、平成１５年 ４月２６日改正し、翌日施行する  
 ３．この規約は、平成１６年 ４月１９日改正し、翌日施行する。  




